
 

 

 

第 2３回（令和 8 年度第 1 回） 

医療機器等事業化支援助成事業 
 

【募集要項】 
 

⚫ 事前ヒアリング 

申請要件等を確認するため、事前ヒアリングを実施します。 

予約期間 令和８年 2月 13 日（金）～令和８年３月 23 日（月） 

事前ヒアリングシートを作成し、指定されたメールアドレスに送付してください。 

↓ 

実施期間 令和８年 2月 17 日（火）～令和８年 3 月 31 日（火） 

事前ヒアリング実施時に対面受付日を調整させていただきます。 

 

 

 

⚫ 申請書類の提出、対面受付 

提出方法の詳細は、事前ヒアリングで要件等に問題がなかった方へ個別に 

ご案内します。 

 

申請書類の提出期間 令和８年 4月 1 日（水）～令和８年 4月 14 日（火） 

対面受付の実施期間 令和８年 5月 13 日（水）～令和８年 5月 22 日（金） 

 

⚫ 公社ホームページ 

申請書類等は公社ホームページからダウンロードすることができます。 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/index.html 

⚫ お問い合わせ先 

公益財団法人東京都中小企業振興公社 取引振興課 医療機器産業参入促進助成担当 

E メール：iryou-josei@tokyo-kosha.or.jp 

 

※ 申請書の提出は、jGrants（デジタル庁が運営する補助金の電子申請システム）を使用し

ます。 

申請時までに gBizID（プライム）を取得していただく必要があります。詳細は HP を

ご覧ください。 

 

 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/index.html
mailto:iryou-josei@tokyo-kosha.or.jp
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助成金が支払われるまでの基本的な流れは以下の通りです。 

 

 

➀ ➁ 申請に必要な書類をご提出いただき、審査を行います。 

③ 審査を通過すると支援対象として決定（交付決定）されます。 

交付決定は助成金の上限額などを示すものであり、支払いを保証するものではあり

ません。 

④ 対象となる事業を実施し、報告をしていただきます。 

⑤ 適正に事業と支払が行われたかを検査して、助成の金額を確定します。 

検査の結果、金額が減額になることがあります。 

⑥ ⑦ 確定した金額の請求書をご提出いただき、助成金を支払います。 

 

本募集要項では、主に①の申請と②の審査について説明しております。 
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1. 事業概要 

(1) 事業目的 

医療機器産業は品目数が 30 万品目以上あり、一品目あたりの生産額が小さいニッチ市場が多

いのが特徴です。大企業が研究開発費を投じない分野も存在し、中小企業に参入の機会がありま

す。基盤技術の組み合わせで構成される機器も多く、ものづくり中小企業（※１）の高度な技術

を活用しやすい産業分野でもあります。 

しかし、医療機器（※２）の販売には、薬機法による規制があり、ものづくり中小企業が参入

するには許可を持った医療機器製販企業（※３）や病院等との連携が必要です。 

本事業は都内ものづくり中小企業の医療機器産業への参入に向けて、医療機器製販企業等（※

４）とのマッチング実施に引き続く支援として製品開発に係る経費を助成することにより、都内

ものづくり中小企業の医療機器産業分野への参入を促進し、都内の産業活性化を図ることを目的

としています。 

(2) 事業内容 

都内ものづくり中小企業と医療機器製販企業等が連携し、医療機器等（※５）製品の開発から

事業化を行う経費の一部を助成します。 

また、プロジェクトマネージャーが事業完了に向けたハンズオン支援を行います。 

(3) 助成内容 

① 助成対象期間：交付決定日（令和８年 10 月 1 日予定）から令和 1３年 9 月 30 日まで最長

で５年間 

② 助成限度額：上限額 5,000 万円（下限額 500 万円） 

医療機器等開発着手支援助成事業において助成金を受領している場合は、5,000 万円から

同金額を除いた額が上限額となります。 

③ 助成対象経費：製品開発に要する経費の一部（「９ 助成対象経費」を参照） 

④ 助成率：2/3 以内 助成対象経費に助成率（2/3）を乗じて助成金額を算出します。 

（※１）から（※５）の用語については、P6 の用語説明をご覧ください。 

出 

荷
・
上 

市 

量 

産 

⚫ 助成限度額 5,00０万円 

助成率 2/3 

⚫ プロジェクトマネージャ

ーによるハンズオン支援 

都・公社の医工連携事

業 

本助成事業の範囲 

5 年以内 
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(4) ハンズオン支援 

プロジェクトマネージャーが、経営・技術・知的財産・販路開拓等、必要性に応じて既存施策

の紹介やアドバイス等を行います。 

 

(5) 達成目標 

申請時に「製品の完成」または「試作品の完成」のいずれかを達成目標として選択していただ

きます。ものづくり中小企業の方が医療機器の開発を行う場合は、達成目標が「試作品の完成」

になります。 

助成期間中にそれら全ての目標を達成する必要があり、完了検査において公社が達成を確認

できたことをもって、事業完了となります。 

達成目標に設定したすべての内容について達成したことを確認できなかった場合は、事業完了

とならず、助成金は交付されません。第三者が目標への到達を明確に判断できる必要がありま

す。 

 

(6) 最終成果物（試作品について） 

達成目標を満たす最終成果物（試作品）を、助成期間内に完成させる必要があります。 

最終成果物（試作品）の数量は、達成目標を達成できる必要最小限の数量とします。目標の達

成に直接必要で最小限の経費のみが助成対象となります。 

 

(7) 助成対象事業 

以下の２点を満たす事業 

⚫ 都内ものづくり中小企業と医療機器製販企業等が連携し、医療機器製品等の開発または

上市を目的とした取り組みであること 

⚫ 臨床ニーズ（病院、診療所）に基づいた開発であること 

 

(8) 助成対象事業とならない場合の例 

① 開業や運転の資金、生産用の機械設備導入など、開発以外の経費の助成を目的としているも

の 

② 開発した試作品自体の販売を目的としているもの、助成事業期間内の販売を予定しているも

の（注） 

③ 研究開発の主要な部分を申請者以外が行うもの、研究開発の全部または大部分を委託・外注

するもの 

④ 量産化段階にあるもの、既に事業化され収益をあげているもの 

⑤ 既製品を模倣・改良したもの、技術的な開発要素がないもの、研究開発が概ね終了している

もの 

⑥ 助成対象期間内に「製品の完成」または「試作品の完成」が見込めないもの 

⑦ 研究開発が特定の顧客（法人・個人）向けで、汎用性がないもの 

 

（注）最終成果物（試作品等）は必要最小限の数量とし、助成事業終了後に一定期間の保存義務

があります。助成事業の成果に基づく量産・出荷・上市（販売）は、助成事業終了後から開

始してください。 
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2. 申請要件 

申請にあたっては、以下の（１）～（４）の全ての要件を満たす必要があります。助成期間の途

中で申請要件を満たさなくなった場合、助成金は交付されません。特段の理由がある場合を除き、

助成期間が終了するときまで申請要件を引き続き満たす必要があります。 

 

(1)  要件１  以下の①～③のいずれかに該当すること 

① 中小企業者（※６）（会社および個人事業主） 

② 中小企業団体等（※７） 

③ 複数の企業等で構成される中小企業グループ（※８） 

 

(2)  要件２  申請者に係ることにつき、以下の①～⑨の全てに該当すること 

ただし、④～⑥は申請者が法人の場合、⑦～⑨は申請者が個人事業主の場合の要件とします。 

① 都内で実質的に事業を営んでいる（※９）こと 

② 当該申請案件に係る事業の実施場所は以下の要件を満たすこと 

⚫ 自社の事業所または工場等であること 

⚫ 原則として都内であること。ただし、状況により首都圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山

梨県、群馬県、茨城県、栃木県）の実施場所であれば要件を満たすこととします。 

⚫ 申請書記載の設備等購入物品、開発人員および本事業の成果物等が確認できること 

（注）ファブレス企業の方も申請可（仕様策定等の研究開発の主要部分や成果物の検品等を自

社で実施できること） 

③ 本事業の成果を都内で引き続き活用し続ける予定があること 

④ 令和７年３月 31 日以前に都内に登記をしていること。支店登記でも問題ありません。 

⑤ 税務署に提出した直近２期分の確定申告書（決算報告書を含む）の写しを提出できること（注） 

⑥ 都税事務所発行の「法人事業税および法人都民税の納税証明書」を提出できること 

⑦ 令和７年３月 31 日以前に税務署に開業届を提出していること 

⑧ 税務署に提出した直近２期分の事業の収支内訳書または青色申告決算書の写しを提出でき

ること（注） 

⑨ 都税事務所発行の「個人事業税の納税証明書」および区市町村発行の「住民税納税証明書」

を提出できること 

（注）● 決算が申請時期に近く直近の確定申告書等の写しを提出できない場合： 

 前期と前々期の確定申告書 

● 事業開始から２年未満等で２期分の書類を提出できない場合：直近１期分の確定申告書 

 

(3)  要件３  本事業の実施体制につき、以下の①～④の全てに該当すること 

➀ 申請者を含む２社以上で構成される連携体（※10）を構築していること 

親会社・子会社・関連会社と連携体を構築することはできません。 

② 連携体を構成する企業の２分の１以上が都内に事業所を有し、事業を営んでいること 

③ 連携体に開発の主たる部分を担う都内ものづくり中小企業が含まれていること 

また、連携体を構成する全てのものづくり中小企業が申請時までに「医療機器産業参入支援

事業」（※11）に会員登録していること 

（※６）から（※11）の用語については、Ｐ６～９の用語説明をご覧ください。 

法
人 

個
人
事
業
主 
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④ 連携体において、開発製品の販路開拓を行う医療機器製販企業等が含まれていること 

また、連携体を構成する全ての医療機器製販企業等が申請時までに「東京都医工連携 HUB

機構」（※12）に会員登録していること 

なお、医療機器開発の場合、（クラスに応じた）医療機器製造販売業許可証の写しを提出する必要

があります。 

クラス 医療機器の分類 申請時に提出が必要となる医療機器製造販売業許可証 

Ⅰ 一般医療機器 第一種、第二種、第三種のいずれかの製販業許可証が必要 

II 管理医療機器 第一種、第二種のいずれかの製販業許可証が必要 

III・IV 高度管理医療機器 第一種の製販業許可証が必要 

 

ものづくり中小企業が申請する場合 医療機器製販企業等が申請する場合 

  

 

(4)  要件４  以下の①～⑭の全てに該当すること 

➀ 同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けていないこと 

過去に助成を受けたことがある場合も含みます。 

② 本助成事業の同一募集回における申請は、一企業一申請に限ること 

③ 同一テーマ・内容で、公社が実施する助成事業（他の事業を含む）に申請していないこと 

ただし、過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合は、この限り

ではない。なお、同一テーマ・内容で、他の公的機関の助成金を併願申請することはできま

すが、両方で採択された場合はいずれか一方を辞退していただきます。 

④ 事業税等を滞納（分納）していないこと 

⑤ 東京都および公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと 

⑥ 申請日までの過去 5 年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関し

て、不正等の事故を起こしていないこと 

⑦ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、本助成事業への申請時点までの、当該の助

成事業で定める報告期間の全てにおける「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等

を提出していること。未提出がある場合は、当該の助成事業で定める報告期間満了の翌年度

の３月 31 日まで、本助成事業への申請はできないものとする。 

⑧ 過去に医療機器等事業化支援助成事業に採択されている場合、実績報告書の提出が完了して

いること 

⑨ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在

しないこと 

⑩ 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること 

⑪ 東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号）に規定する暴力団関係者又は風俗

営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条に規定

する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断さ

れる業態を営むものではないこと 

⑫ 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション（送り付け商法）、催眠商法、霊感商法など公
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的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと 

⑬ 申請に必要な書類を全て提出できること 

⑭ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと 

（※12）の用語については、P９の用語説明をご覧ください。 
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ものづくり中小企業（※１） 

ものづくり産業に属する中小企業。ものづくり産業は、鋳造・鍛造・プレス加工・めっき・切

削・レーザー加工・放電加工・研磨等の製造業種のほか、機械修理業・ソフトウェア業・デザイ

ン業・機械設計業等の企業を含みます。 

 

医療機器（※２） 

人・動物の疾病の診断・治療・予防に使用されること、または人・動物の身体の構造・機能に

影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であり、「医薬品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法律施行令」別表第１で規定されているもの、または規定されるこ

とを前提に開発されるもの 

 

医療機器製販企業（※３） 

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第 23 条の２に基づ

き、医療機器の製造販売業許可を取得している事業者（第 12 条による製造販売業許可を有する

方も同じ） 

 

医療機器製販企業等（※４） 

開発対象が医療機器の場合、クラスに応じた医療機器製造販売業許可証を持ち、かつ医療機器

の販売（流通）に係る業許可（医療機器販売業（貸与業）許可証など）を自ら所有する、または

所有する企業と連携している企業。ただし、一般医療機器（特定保守管理医療機器以外の医療機

器）の場合は、医療機器の販売（流通）に係る業許可は不要。 

 

医療機器等（※５） 

登録・認証が必須となる医療機器のほか、医療機関で使用される非医療機器（リハビリ機器等）

も含みます。本事業における医療機関は、医療法第１条の２で定められた医療提供施設のうち、

医療サービスを行う病院や診療所を指します。 

 

中小企業者（※６） 

以下の①と②に該当すること（②は P７参照） 

① 中小企業基本法に準拠した法人および個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していな

いもの 

大企業が実質的に経営に参画とは、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合を言います。 

⚫ 大企業が単独で発行済株式総数または出資総額の２分の１以上を所有または出資している

場合 

⚫ 大企業が複数で発行済株式総数または出資総額の３分の２以上を所有または出資している

場合 

⚫ 役員総数の２分の１以上を大企業の役員または職員が兼務している場合 

⚫ その他、大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合 

なお、大企業は中小企業者以外で事業を営む方を指します（中小企業投資育成株式会社

と投資事業有限責任組合は除く）。 

 

用 語 説 明 
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➁下表に該当するもの（資本金または従業員数のいずれか一方が該当していれば中小企業者）  

業種（日本標準産業分類に基づく） 資本金及び従業員 

製造業、建設業、運輸業、情報通信業（ソフトウェア業、 

情報処理サービス業を含む）※、その他の業種（下記以外） 
３億円以下又は300人以下 

 
ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ製造業及

びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く） 
３億円以下又は 900 人以下 

卸売業 １億円以下又は 100 人以下 

サービス業（下記以外） ５千万円以下又は 100 人以下 

 旅館業 ５千万円以下又は 200 人以下 

小売業 ５千万円以下又は 50 人以下 

 

（注）情報通信業のうち、以下の業種分類はサービス業に該当するものとします。 

大分類 中分類 小分類 

情報通信業 

放送業 全て 

情報サービス業 管理、補助的経済活動を行う事業所 

映像・音声・ 

文字情報制作業 

映像情報制作・配給業、音声情報制作業、広告制作

業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 

 

中小企業団体等（※７） 

中小企業等協同組合法に基づく組合（事業協同組合等）または中小企業団体の組織に関する法

律に基づく中小企業団体（協業組合等）であって、その構成員の半数以上が都内に実質的な事業

所を有する中小企業であるもの 

 

中小企業グループ（共同申請）（※８） 

本事業の申請要件を満たす都内の複数の中小企業者等で構成するグループを指し、以下の要件

を全て満たすもの 

⚫ 代表企業を設定し、代表企業はグループを代表して申請書を提出し、助成金を受領すること 

⚫ 代表企業は、共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと 

⚫ グループ構成企業等の役職員が代表企業の役職員を兼務していないこと 

⚫ グループ構成企業内において資本の出資関係がないこと 

⚫ 代表企業は、交付決定後にグループ構成企業と共同事業の実施に係る契約を締結すること 

 

  

用 語 説 明 
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実質的に事業を営んでいる（※９） 

単に登記や建物があることだけではなく、客観的に見て都内に根付く形で事業活動が行われて

いることを指します。申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実

態や従業員の雇用状況等から総合的に判断します。 

※ 自社の事業所が都内のバーチャルオフィスのみの場合は、次のア、イのすべてに該当するこ

とが必要です。 

ア 申請時に、公社が求める検査等を行うことができる場所（原則東京都内）を設定すること 

イ 助成事業の成果物や財産、帳票類等を責任持って保管できる場所を確保すること 

※ バーチャルオフィスとは、物理的な存在を持たない仮想的なオフィスを指します。 

 

  

用 語 説 明 
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連携体（※10） 

本事業では、申請者と連携先で構成する開発の実施体制を連携体と呼びます。連携体の構築に

あたり、下表の要件をご確認ください。連携先の企業には助成金は交付されません。 

 

医療機器産業参入支援事業（※11） 

医療機器産業参入支援事業は、東京都医工連携ＨＵＢ機構等を通じて医療機器メーカーおよび

臨床機関、研究機関との連携を促進し、新たな医療機器の開発に向けた支援を行います。ホーム

ページから会員登録を行うことができます。 

〈ＵＲＬ〉https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/medical/index.html 

〈ＱＲコード〉 

 

 

 
 

東京都医工連携ＨＵＢ機構（※12） 

東京都医工連携ＨＵＢ機構は、医療関係者と企業の交流機会を提供し、臨床現場のニーズに基

づく医療機器開発・事業化を推進します。開発に際しては医療機器特有の法規制やマーケットに

関するノウハウを有する医療機器製販企業との連携による、確実な事業化を目指します。ホーム

ページから会員登録を行うことができます。 

〈ＵＲＬ〉https://ikou-hub.tokyo/ 

〈ＱＲコード〉 

 

 

項目 申請者がものづくり企業の場合 申請者が医療機器製販企業等の場合 

 

申請者 

の要件 

• （※１）の要件を満たす企業 

• 中小企業者（※６） 

• 都内で実質的に事業を営んでいる 

• 都内の法人登記（開業届）が必要（支店

登記でも可） 

• 医療機器産業参入支援事業（※11）の会

員登録 

• （※４）の要件を満たす企業 

• 中小企業者（※６） 

• 都内で実質的に事業を営んでいる 

• 都内の法人登記が必要（支店登記でも

可） 

• 東京都医工連携ＨＵＢ機構（※12）の会

員登録 

 

連携先 

の要件 

• （※４）の要件を満たす企業 

• 大企業やみなし大企業でも可 

• 都外企業でも可 

• 登記場所は問わない 

• 東京都医工連携ＨＵＢ機構（※１２）の会

員登録 

• （※１）の要件を満たす企業 

• 中小企業者（※６） 

• 都内で実質的に事業を営んでいる 

• 都内の法人登記（開業届）が必要（支店

登記でも可） 

• 医療機器産業参入支援事業（※１１）の

会員登録 

用 語 説 明 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/medical/index.html
https://ikou-hub.tokyo/
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3. 助成事業のスケジュール    ※日程は、状況により変更する場合があります。 

実施すること 時期・期間 内容 掲載頁 

申請前準備 
事前ヒアリング 

までに 

① 連携体の構築 

• ものづくり中小企業が申請者の場合、 

医療機器製販企業等との連携が必要 

• 医療機器製販企業等が申請者の場合、 

ものづくり中小企業との連携が必要 

② 会員登録 

• 連携体を構成する全てのものづくり企業は 

医療機器産業参入支援事業に会員登録が必要 

• 連携体を構成する全ての医療機器製販企業等

は 

東京都医工連携 HUB 機構に会員登録が必要 

P3 

～ 

P4 

事前ヒアリング

の予約 
2/13（金）~3/23（月） 

• 公社ホームページで事前ヒアリングを予約してくだ

さい。 

• 事前ヒアリングシートを作成してください。 

P11 

事前ヒアリング

の実施 
2/17(火)~3/31(火） 

• 申請要件等の確認を行います。 

問題がなかった方には申請書類の提出方法、 

対面受付日等をご案内いたします。 

申請準備 
事務局が定めた 

期日までに 

• 申請までに gBizID プライムの ID を取得 

• 記入例を参考に、申請書類を作成してください。 

• 提出時に必要な書類をご準備ください。 

申請書受付 4/1（水）~4/14（火） • 期日までに申請書をご提出ください。 

対面受付 5/13（水）~5/22（金） • 事務局が申請書の不備や不足をお伝えします。 

申請書 

是正対応 

対面受付後 

3 営業日以内 

• 事務局がお伝えした不備や不足に対して是正対応

をお願いします。 

一次審査 

（書類審査） 
5 月~6 月 

• 一次審査の結果は 6 月下旬に発送予定です。 

P13 

～ 

P14 

現地調査 ６月上旬～下旬 

二次審査 

（面接審査） 
7/14（火）~7/22（水） • 左記の日程のいずれかで実施します。 

助成事業者 

の決定 
９月上旬 • 二次審査の結果は９月上旬に発送予定です。 

交付決定 

事業期間開始 
10/1（木） 

• 10 月中に採択者の方に事務手続きの説明を行い

ます。 

期間終了 申請時に期間を設定 • 期（P10 参照）の終了または助成事業期間の終了 

実績報告 期間終了後 15日以内 • 期限までに報告書をご提出ください。 

助成金交付 検査終了後 
• 報告書を検査した後、助成金を確定して交付しま

す。 

助成事業完了後 
完了年度の翌年度 

から 5年間 
• 事業の状況報告提出等を行っていただきます。 P15 
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4. 申請手続き 

(1) 事前ヒアリング 

申請要件等を確認するため、事前ヒアリングを実施します。事前ヒアリングの予約期間と実施

期間は以下のとおりです。予約期間内に公社ホームページより予約を行ってください。 

⚫ 予約期間：令和８年２月１３日（金）～令和８年３月２３日（月） 

⚫ 実施期間：令和８年２月１７日（火）～令和８年３月３１日（火） 

要件等に問題が無かった方には、申請書類の提出方法や対面受付日等をご案内します。 

 

(2) 申請書類の入手 

申請書類は公社 HP からダウンロードしてください。『医療機器産業参入促進助成』で検索できます。 

公社 HP の URL は https://www.tokyo-

kosha.or.jp/support/josei/medical/index.html 

 

(3) 申請書の提出、対面受付 

対面受付

実施日 

５月 

13 日 14 日 15 日 1８日 19 日 20 日 21 日 22 日 

水 木 金 月 火 水 木 金 

提出期間 ４月 1 日（水）～4 月 14 日（火） 

（注）同一の企業が第２３回の医療機器等事業化支援助成事業と医療機器等開発着手支援事業の

両方に申請することはできません。テーマが異なっていても申請できません。 

（注）会社概要や申請内容を説明することができる申請企業の方が、申請手続きや対応を行って

ください。 

 

(4) 代理申請における留意事項 

申請の確認・提出、及び申請受付以降の手続きは、申請事業者の代表者又は従業員が行ってく

ださい。ただし、Ｊグランツ上の当初申請手続きに限り、申請事業者に代わり第三者が代理申請

機能を使用することができます。 

 

  

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/index.html
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/index.html
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＜代理申請機能について＞ 

(ア) 本助成事業の申請にあたって、申請の手続きを申請者に代わり第三者が行うことができ

ます。ただし、Ｊグランツ上の代理申請機能の使用に限ります。 

(イ) 以下の者は、代理申請を請け負うことはできません。 

〇連携体、臨床ニーズ確認者（ヒアリング先）、助成対象経費に関与する事業者（外注

(委託)先の事業者）及びその従業員 

〇本助成事業の運営及び審査に関わる者、ならびに、これらの者が所有又は所属する事

業者（公社職員・相談員等） 

(ウ) Ｊグランツ上の代理申請を行う場合、申請者（委任元）が第三者（行政書士等）にＧビ

ズＩＤ上で委任の依頼をすることで、受任した行政書士等がＪグランツ上で申請を作成

できます。ただし、申請の確認及び提出は申請者自身が行います。必ず申請者自身の意

思・責任で申請等を行ってください。また、申請受付以降の手続きは申請者自身が行っ

てください。 

(エ) ＧビズＩＤ上で委任関係を結ぶ場合、「ＧビズＩＤプライム」を保有している委任者、受任

者のマイページ上で委任申請、承認作業が必要です。詳細はデジタル庁ＧビズＩＤ ＨＰ

の「よくある質問」の「５．委任について」をご確認ください（https://gbiz-

id.go.jp/top/faq/faq.html）。 

(オ) 代理申請を行う場合は、申請者は「同意書（代理申請用）」を作成し、公社に提出して

ください。公社ＨＰ（https://www.tokyo-

kosha.or.jp/support/josei/medical/index.html）からダウンロードした様式を

使用し、本助成事業のＪグランツ申請フォームの指定箇所にアップロードしてくださ

い。 

(カ) 代理申請に関し、申請者（委任元）と代理申請者との間に生じた紛争またはトラブルに

ついては、事務局は関与するものではなく、当該当事者間で解決してください。 

 

代理申請における申請の流れは、通常の申請と同じです。「電子申請マニュアル」を参考に手

続きを進めてください。 
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5. 審査 

(1) 審査方法 

申請書類に基づき、一次審査（書類審査）および現地調査を行います。一次審査を通過した申

請者に対して二次審査（面接審査）を行い、助成事業者を決定します。 

二次審査は７月１４日（火）、７月１５日（水）、７月１６日（木）、７月１７日（金）、７月２1 日（火）、7 月

２２日（水）のいずれかで実施します。審査は非公開で行います。 

原則、審査の日時の変更はできませんので、ご了承ください。 

 

(2) 審査の視点 

① 技術的要素（優秀性、市場性、実現性、妥当性） 

② 事業目的との適合性 

③ 経営の健全性（財務内容、事業予算など） 

 

(3) 審査結果および交付決定 

① 審査結果は書面にてお知らせします。審査に関する個別のお問い合わせにはお答えしかね

ます。 

② 審査の結果、助成金申請額と助成金交付予定額が異なる場合があります。 

③ 助成対象事業として採択された場合、助成事業名、企業名、申請テーマを公社ホームページ

で公表します。 
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6. 助成事業実施期間中の注意事項等（詳細は採択後にご説明します） 

(1) 助成事業の開始・事前支援 

助成事業者は、助成事業の成果、経費の妥当性および適切な経理処理について、第三者に対し合

理的に説明･立証する必要があります。事業実施にあたっては、交付決定通知書および交付決定時に

配布する「事務の手引き」に基づいて適正な処理を行ってください。 

 

(2) 期の設定 

実施段階で期間を明確に区分できる場合、１期あたり１年以上の期間で期を設定できます。期

ごとの目標や事業計画等が必要です。各期終了後に実績を確認・検査したうえで助成金を交付し

ます。 

(3) 経費の支払方法 

助成事業に係る経費の支払いは金融機関からの振込払いを原則とします。海外取引の場合、外

貨支払の円換算は外貨使用時の両替レートで計算し、該当両替レートを示す書類をご提出いただ

きます。 

(4) 事業計画の変更等 

申請書に記載された内容を変更するときは、事前に公社の承認が必要です。正当な理由がない

場合、内容の変更は認められません。 

原則、申請テーマ、達成目標、成果物は変更できません。 

 

(5) 実績報告書の提出 

事業や期の終了時等に事業実績の報告を行っていただきます。報告時には、取引の流れを確認

できる経費関係書類（見積書～支払証拠書類）と成果の確認ができる書類等を提出していただき

ます。 

(6) 検査 

実績報告書に基づき検査を実施します。検査では達成目標、購入品・経費関係書類を確認しま

す。実績報告書を検査した後、助成金額が確定します。助成金交付予定額から減額されることが

あります。 

(7) 助成金額の確定 

金額確定においては目標の達成が条件となります。目標達成に関する成果物が検査時に確認で

きない場合は助成金が交付されません。最終目標が未達の場合、交付済助成金を返還していただ

きます。 
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7. 助成事業完了後の注意事項等（詳細は採択後にご説明します） 

 

(1) 企業化状況報告書の提出、助成事業に係る関係書類の保存 

助成金の振り込み年度の終了後、その翌年度から５年間各年度が終了する毎に、当該年度の翌

年度の公社が定める期日までに助成事業に係る過去１年間の企業化状況等について報告書を提

出していただきます。助成事業実施や産業財産権の譲渡等で収益が生じた場合は収益の一部を公

社に納付していただくことがあります。 

また、実績報告書を提出した年度の翌年度から５年間、関係書類を保存していただきます。 

 

(2) 助成事業の譲渡 

原則、助成事業を第三者に譲渡することはできません。ただし、個人事業主が助成事業者であ

り、法人設立等を行う場合で当該法人等に助成事業を譲渡するとき、吸収合併により助成事業者

は被合併法人のため消滅する場合で、助成事業を合併法人へ譲渡しようとするときは、交付の決

定に定める義務等の適用について、公社に必要な手続きを行うことで、承認されたものについて

は譲渡することができます。 

 

財産等の管理および処分 

助成金により取得等を行った財産（税抜 50 万円以上の設備、試作品等の成果物）は管理状況

を明確にし、助成事業の完了した年度の翌年度から５年間、保存していただきます。 

また、この期間に財産を処分（目的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保に供することおよ

び廃棄）する場合、事前に公社に承認を得る必要があります。財産の処分で生じた収入の一部を

公社に納付していただくことがあります。 

 

(3) 公社職員による調査等 

助成事業の実施状況や助成金の収支等について、立入り調査を行い、報告を求めることがあり

ます。外注（委託先）先の事業者その他助成事業の関係者にも報告を求める場合があります。こ

れは交付される助成金額の額が確定した後であっても調査が入る場合があります。 
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8. 助成金交付決定の取り消し・助成金の返還 

助成事業者、委託・外注先、共同研究先の事業者、その他助成事業の関係者が、以下の①～

⑪のいずれかに該当した場合は、助成金交付決定の全部または一部を取り消し、不正の内容・

申請者およびこれに協力した関係者等の公表を行うことがあります。 

⚫ 既に助成事業者に助成金が交付されている場合は、期限を定めて助成金を返還していただ

きます。 

⚫ 不正または事故を起こした助成事業者、委託・外注・共同研究先の事業者、その他助成事

業の関係者等については、以後、公社が実施する全ての助成事業を申請することができま

せん。 

⚫ 不正等の内容により、刑事罰が適用される場合があります。 

 

① 交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき 

② 偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき 

(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む) 

③ 助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき 

④ 都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実

施場所において助成事業の活動実態がないと認められるとき 

⑤ 申請要件に該当しない事実が判明したとき 

⑥ 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は事務の手引きに定める尊守事項、

助成金交付決定に基づく命令に違反したとき 

⑦ 申請日までの過去 5 年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したと

き 

⑧ 申請日までの過去 5 年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府

県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき 

⑨ 東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号）に規定する暴力団関係者である

こと又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）

第 2 条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切

でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが判明したとき 

もしくは公社が定める『反社会的勢力排除に関する誓約事項』に反することが判明したと

き 

⑩ 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション（送り付け商法）、催眠商法、霊感商法など

公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき 

⑪ その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき 
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9. 助成対象経費 

(1) 助成対象経費 

助成対象経費は、以下の①～④の条件に適合する経費で「助成対象経費一覧」に掲げる経費です。 

① 助成対象事業として決定を受けた事業実施のための必要最小限の経費 

② 助成対象期間内（令和８年１０月１日～令和１３年９月３０日）に契約、発注、実施、支払を行

った経費 

③ 助成対象（使途、単価、規模等）の確認が可能であり、かつ、本事業に係るものとして明

確に区分できる経費 

④ 財産取得となる場合は、所有権が助成事業者に帰属する経費 

 

〈助成対象期間と助成対象経費の関係〉 

 

対象期間前 助成対象期間 対象期間後 

   

 

 

(2) 助成対象経費一覧     ※この一覧表に記載のない経費は助成対象になりません。 

原材料・副資材費（経費区分：開発費） 

[助成対象となる経費] 

① 開発品の構成部分、研究開発等の実施または事前検証に直接使用し消費される原料、材料お

よび副資材の購入に要する経費 

（例）鋼材、機械部品、電気部品、化学薬品、試験用部品等 

［注意事項］ 

⚫ 購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、助成事業終了時には使い切る必要がありま

す。 

⚫ 受払簿（任意様式）を作成して受払いを明確にし、購入物を保管する必要があります（開発時

に生じた仕損じ品やテストピース等を含む）。保管が困難な時には写真撮影による代用も可能

です。 

［助成対象とならない経費］ 

⚫ 助成事業終了時点での未使用残存品にかかる経費 

⚫ 購入品の現物や写真を確認できない経費 

 

 

 

令和８年 10 月１日～最長で5 年間 

〇 助成対象 

 

× 助成対象外 

 

× 助成対象外 

契約・発注 ⇒ 実施 ⇒ 支払  

契約・発注 ⇒ 実施 ⇒ 支払  

契約・発注 ⇒ 実施 ⇒ 支払  
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機械装置・工具器具費（経費区分：開発費） 

[助成対象となる経費] 

① 当該研究開発の実施に直接使用する機械装置・工具器具等の購入、リース、レンタル、据付費

用に要する経費 

（例）試作品を製作するための試作金型、計測機械、測定装置等 

［注意事項］ 

1 件 100 万円（税抜）以上の購入品については、原則２社以上の見積書（単価、数量、規

格、メーカー、型番等の記載があるもの）が必要となります。市販品の場合は、価格表示の

あるカタログ等で代用できます。リースやレンタルの場合、見積書は不要です。 

［助成対象とならない経費］ 

⚫ リースやレンタルで機械装置等を調達し、助成対象期間内に賃貸借契約を締結していない経費 

⚫ リースやレンタルについて助成対象期間外に係る経費 

⚫ 割賦により機械装置等を調達し、全ての支払いが助成対象期間内に終了していない経費 

⚫ 量産用経費および開発・製品化目的以外の機械設備に係る経費 

⚫ 改良・修繕・保守等に係る経費 

⚫ 中古品の購入に係る経費 

⚫ 自社以外に設置する機械装置・工具器具類に係る経費 

 

委託・外注費（経費区分：開発費） 

[助成対象となる経費] 

① 事前検証または当該研究開発の一部で、自社内で直接実施することが困難なもの、または適

当でないものについて、外部の事業者、大学、試験研究機関等に委託や外注する場合に要す

る経費 

（例）外注加工、委託設計、検査・実験・研究委託、市場調査委託、デザイン、試験・評価、 

実証データ取得、臨床データ収集等 

② 共同研究費 

外部の事業者、大学、試験研究機関等との共同研究、または事前検証を実施する場合に

要する経費 

（例）大学へ支払う共同研究費等 

③ 試作品等運搬委託費 

自社内では取得が困難な実証データを取得するために必要な機械装置を、試験実施場所等

へ輸送する場合に要する経費 

④ 顧客ニーズ調査費 

本事業の対象となる試作品や製品に係る顧客のニーズを把握するために、委託・外注によ

り行う調査・分析に要する経費 

⑤ 規格等認証・登録費 

技術や製品等の実用化に必要不可欠な規格や認証の取得および登録審査に要する経費 

［注］当経費は「製品の完成」を達成目標とする場合のみ対象となります。 
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[注意事項] 

海外の企業や大学に業務を委託した場合、実績報告書の翻訳を提出する必要があります。 

［助成対象とならない経費］ 

➁ 共同研究費 

⚫ 共同研究先が負担する経費 

⚫ 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との共同研究費 

⑤ 規格等認証・登録費 

⚫ 認証取得後に発生した費用 

⚫ サーベイランス（定期審査）の費用 

⚫ 維持審査料 

⚫ 認証継続費用 

 

産業財産権出願・導入費（経費区分：開発費） 

[助成対象となる経費] 

① 開発した製品等の産業財産権（特許権・実用新案権・意匠権・商標権）の出願に要する経費  

② 出願に関する調査に要する経費 

③ 産業財産権（登録、出願、公告され、存続しているもの）を他の事業者から譲渡または実施許

諾（ライセンス料含む）を受けた場合の経費 

［注意事項］ 

⚫ 助成事業者に権利が帰属する場合、助成対象となります。 

⚫ 出願に関する調査費用については、国内の調査会社を使用し、報告書等が日本語によって記載

されている場合のみ、助成対象となります。 

［助成対象とならない経費］ 

⚫ 審査請求や登録に係る経費 

⚫ 申請時に一部の手続きが完了している経費 

⚫ 助成事業終了日までに出願手続きを完了していることが公的機関の書類等で確認できない経

費 

 

技術指導受入れ費（経費区分：開発費） 

[助成対象となる経費] 

① 外部（専門家）から技術指導を受ける場合に要する経費（実績報告時に技術指導の報告書（日

報等）を提出） 

（例）謝金等 

［助成対象とならない経費］ 

⚫ 技術開発要素を伴わない指導に係る経費 

⚫ 顧問契約に係る経費 

 

 

 



 

20 

PMDA 等相談料及び審査手数料（経費区分：開発費） 

[助成対象となる経費] 

① PMDA 審査等による相談料および医療機器承認審査に係る審査手数料 

［注］当経費は「製品の完成」を達成目標とする場合のみ対象となります。 

［助成対象とならない経費］ 

⚫ 承認後に発生した経費 

⚫ 海外における審査手数料 

 

直接人件費（経費区分：人件費） 

[助成対象となる経費] 

① 研究開発に直接従事した主な社員の人件費 

② 統括管理者の人件費 

（例）事業実施に係る経理書類等資料の取りまとめ、進捗状況管理に伴う公社との打ち合

わせ等に係る経費 

［注意事項］ 

⚫ 助成対象は実際に助成事業に従事した時間に限られます。 

⚫ 直接人件費の助成交付申請額は従事した人数に関わらず、１年（１２ヶ月）につき 200 万円が

上限です。期（※）を１２ヶ月以上で設定している場合は、２００万円を超える額を申請できます。 

期（※）の期間を１４ヶ月で設定した場合、200 万円÷１２×１４＝233.3 万円が上限額となり

ます。期（※）の説明は「P1２ 助成事業実施期間中の注意事項等」を参照してください。 

 

⚫ 助成対象となるのは、助成事業者の役員および社員のうち、常態として助成事業の業務に従事

し、助成事業者から毎月一定の報酬や給与が直接支払われている方です。 

⚫ 採択後に、就業規則と賃金規定等の提出が必要になります。 

⚫ 役員の場合は登記簿謄本、社員の場合は雇用保険被保険者証など助成事業者との関係を証明

する書類を提出する必要があります。 

 

⚫ 時給の単価は「P２１ 人件費単価一覧表」を適用します。 

⚫ 従事時間の上限は、１人につき１日８時間、年間 1,800 時間を限度とします。 

⚫ 各従事者の助成対象経費算定額（時給×従事時間）が月の給与総支給額を超える場合は、月の

給与総支給額が上限となります。 

⚫ 報告時、従事者別の作業日報を提出する必要があります。 

［助成対象とならない経費］ 

⚫ 研究開発に直接従事した主な社員の人件費で、資料収集、会議・打合せ等の業務に係る経費 

⚫ 助成事業に直接関係ない業務に係る経費 

⚫ 就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働（超過勤務）に係る経費  

⚫ 休日労働（就業規則等に定められた休日に労働した時間）に係る経費 

⚫ 雇用保険に未加入の正社員が行った業務に係る経費 

⚫ 支払実績が確認できない給与や報酬等 
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（補足）人件費単価一覧表 

⚫ 下表の報酬月額欄により、当該当事者が該当する単価を使用してください。 

⚫ 報酬月額（給与等）は、基本給＋諸手当（賞与を除く）で算出してください。出張旅費、立替金の精

算など給与以外のものは除いた、各月の社員別給与明細の総支給額欄または支給合計欄になり

ます。 

⚫ 助成対象期間内（「期」を設定する場合は各「期」ごと）に昇給や給与改定により報酬月額（給与

等）に変更が生じる場合は、最も低い額に対応する人件費単価（時給）を使用してください。 

⚫ 実際に支払った給与等明細を証明する書類が必要です。 

 

報酬月額（給与等） 
人件費単価（時給） 

単位：円 

130,000 円未満 1,040 円 

130,000 円～138,000 円 1,110 円 

138,000 円～146,000 円 1,180 円 

146,000 円～155,000 円 1,240 円 

155,000 円～165,000 円 1,330 円 

165,000 円～175,000 円 1,410 円 

175,000 円～185,000 円 1,490 円 

185,000 円～195,000 円 1,580 円 

195,000 円～210,000 円 1,660 円 

210,000 円～230,000 円 1,830 円 

230,000 円～250,000 円 1,990 円 

250,000 円～270,000 円 2,160 円 

270,000 円～290,000 円 2,330 円 

290,000 円～310,000 円 2,490 円 

310,000 円～330,000 円 2,660 円 

330,000 円～350,000 円 2,820 円 

350,000 円～370,000 円 2,990 円 

370,000 円～395,000 円 3,160 円 

395,000 円～425,000 円 3,410 円 

425,000 円～455,000 円 3,660 円 

455,000 円～485,000 円 3,910 円 

485,000 円～515,000 円 4,160 円 

515,000 円～545,000 円 4,410 円 

545,000 円～575,000 円 4,660 円 

575,000 円～605,000 円 4,910 円 

605,000 円以上 5,160 円 
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展示会等参加費（経費区分：販路開拓費） 

[助成対象となる経費] 

① 出展小間料 

（例）展示会や見本市に係る出展小間料 

申請企業が全額負担している展示会等であっても、出展小間内に他社の社名等の提示

や他社の製品等の展示がある場合、按分減額の対象となる場合があります。 

② 資材費 

（例）小間内の装飾費、出展に必要な資材費（ポスター・パネル作成）、備品・機器等のリ

ース代、会場での光熱水費 

③ 輸送費 

（例）展示品や展示用資材、配布するパンフレット等の運搬委託費 

運搬を生業とする業者に外部委託するもので、自社と展示会場間の輸送に限ります。 

④ 通訳・翻訳費 

（例）海外展示会に出展した際に必要となる通訳・翻訳費。展示会開催日が対象となりま

す。 

［注意事項］ 

⚫ 当経費は「製品の完成」を達成目標とする場合のみ対象となります。 

⚫ 展示会等参加費と広告費の助成額合計で 1,000 万円が上限となります。 

［助成対象とならない経費］ 

① 出展小間料 

⚫ 特定の顧客（会員等）のみを対象としている展示会等への出展経費 

⚫ ブース内に申請企業名（またはブランド名）が表示されていない場合の経費 

⚫ 自社で主催する展示会等に係る経費 

② 資材費 

⚫ 展示会に係る備品・機器の購入費 

⚫ 対象となる展示会で使用されたことが確認できないリース品や作成ポスター・パネル等の

経費 

③ 輸送費 

⚫ 展示会に係る搬入搬出における自社での配送に係る経費（タクシー・バス・電車等の乗車料

金、レンタカー代、社用車のガソリン代等） 
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広告費（経費区分：販路開拓費） 

[助成対象となる経費] 

① 製品カタログ・パンフレット、ＰＲ映像等の制作に要する経費 

申請企業が全額負担している PR 映像やパンフレットであっても、他社の社名や製品等の

掲示がある場合、按分減額の対象となる場合があります。 

② 外部の事業者へ委託して行うＷＥＢ制作（製品紹介ページの作成）に係る経費 

③ 新聞・雑誌・ＷＥＢ（リスティング広告およびバナー広告）への広告に要する経費 

⚫ リスティング広告は、各社と直接契約した場合のみ助成対象となります。バナー広告につい

ては契約先の制限はありません。 

⚫ リスティング広告の検索サイトは「ヤフー(株)」と「グーグル(株)」のみ助成対象となります。 

⚫ リスティング広告、バナー広告ともにリンク先が助成事業者のページに直結している必要が

あります。 

［注意事項］ 

⚫ 当経費は「製品の完成」を達成目標とする場合のみ対象となります。 

⚫ 展示会等参加費と広告費の助成額合計で 1,000 万円が上限となります。 

［助成対象とならない経費］ 

➀ 製品カタログ・パンフレット、ＰＲ映像等の制作に要する経費 

⚫ 名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、他社（グループ企業を含む）の会

社案内、記念品等の作成費用等 

③ 新聞・雑誌・ＷＥＢ（リスティング広告およびバナー広告）への広告に要する経費 

⚫ 代理店経由のリスティング広告 

⚫ ダイレクトメール等の発送費用 

 

＜助成対象経費の補足説明＞ 

設定する達成目標により、申請できる助成対象経費が異なります。以下の表でご確認ください。 

〇は対象経費にすることができ、×は対象経費にすることができません。 

達成目標 
原材料 

副資材費 

機械装置 

工具器具費 
委託外注費 

産業財産権 

出願導入費 

技術指導 

受け入れ費 

PMDA 等 

相談料及び 

審査手数料 

直接人件費 
展示会等 

参加費 
広告費 

製品の完成 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

試作品の完成 〇 〇 
規格等認証

登録費は×

他は〇 
〇 〇 × 〇 × × 
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10. 助成対象外となる経費 

助成対象外経費として以下に①～⑰の例を記載しております。他にも対象外となるものがあり

ますので、ご不明な点がありましたら公社担当者にご確認ください。 

 

① 発注から支払までの一連の手続きが助成対象期間内（令和８年 10 月１日から令和 1３年９

月 30 日まで）に行われていない経費 

② 助成事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費（完了時点での未使用の購入原

材料費を含む） 

③ 見積書、契約書、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の

経費 

④ 助成事業申請書に記載されていないものを購入した経費 

⑤ 通常業務・取引と混合して支払いが行われている経費 

⑥ 他の取引と相殺して支払いが行われている経費 

⑦ 手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費（原則は振込払い） 

⑧ 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイント分 

⑨ 親会社、子会社、グループ企業等関連会社（自社と資本関係のある会社、役員または社員を

兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等）との取引に係る経費 

⑩ 中小企業グループによる共同申請の場合の、共同申請者間での取引に要する経費 

⑪ 間接経費（消費税、振込手数料、交通費、通信費、光熱費、収入印紙代等） 

⑫ 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費 

⑬ 第三者へ再委託・再外注した経費 

⑭ 一般的な市場価格または研究開発の内容に対して著しく高額な経費 

⑮ 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

⑯ 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、購

入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われ

た金額が一致しないもの  

⑰ その他の助成対象外経費 

⚫ 試作品（試供品）を外部に有償または無償で提供することは可能です。ただし、その試作品

（試供品）製作に係る経費は助成対象外です。最終的な試作品（試供品）は提供することが

できません。 

⚫ 海外で発行する証明書や経理関係書類に日本語訳の添付がない場合、助成対象外となり

ます。 

⚫ 購入物や試作機の連携先等での使用は、助成事業の実施目的内であれば可能です。ただ

し、連携先等の設備導入とみなされるものや、検査時に申請者の開発実施場所で確認でき

ないものは助成対象外となります。 
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［申請者情報のお取り扱いについて］ 

 

１ 利用目的 

（１）当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。 

（２）経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があり

ます。 

※ 上記（２）を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。 

 

２ 第三者への提供（原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合があ

ります。） 

（１）目的 ア 当公社からの行政機関への事業報告 

イ 行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等 

（２）項目 氏名、連絡先等、当該事業申込書記載の内容 

（３）手段 電子データ、プリントアウトした用紙 

※ 上記（１）目的のイを辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。 

 

３ 「手続サクサクプロジェクト」への参加のお願い 

本申請等においてご提供いただいた法人情報等について、東京都によるデータ収集に

ご同意 

いただいた場合は、上記１及び２にかかわらず、今後、東京都及び東京都政策連携団体、 

東京都事業協力団体が行う各種補助金等の申請手続の際にデータ入力を省略可能とす

る取組に利用させていただきます。 

「手続サクサクプロジェクト」の詳細はこちら 

東京都によるデータ収集に関する同意につき、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い

いたします。 

 

◆ 個人情報について 

当公社では、「個人情報保護指針」に基づき、個人情報を収集、管理及び利用いたしま

す。 

また、指針に定める利用目的以外には、原則として利用しません。詳しくは下記のリン

クから指針をご確認ください。https://www.tokyo-kosha.or.jp/privacy.html 

 

 

https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/business/procedure/base_registry

